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津田・四和地区の人口と世帯数（令和８年４月１日現在） 
 世帯数 1,208世帯 男性 1,092人 女性 1,160人 合計 2,252人 

５月の休館日カレンダー 

 

★使用済み電池の回収にご協力ありがとうございました★ 
回収にご協力いただいた使用済み電池が、R７年１１月１３日～R８年４月１１日までで５７．６５

㎏となりました。引き続き『使用済み電池回収ボックス』を設置しています。処分に困って

いる電池があれば、電極をテープで覆ってお持ちください。 

６月１４日（日）に開催する『さいき文化センターまつり』の出演者・出展者を募集しています。 

地域（団体・個人）で学習されているクラブ員以外の皆さんの出演・出展も大歓迎です。 

希望される方は、５月１０日（日）までに、津田市民センターまでお申込みください。   

問合せ 津田市民センター （☎72-0336） 

6月14

お待ちしてます！  

―― 着任のごあいさつ ―― 
日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

 この 4月に異動があり、新たに、中原 貴志 

（なかはら たかし）が着任しました。 

３月までは、佐伯支所で５年間、主に環境と農業 

の担当をしていました。引き続きよろしくお願い 

します。 

 皆様の生活に寄り添えるまちづくり活動のお手

伝いができればと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

 

自転車安全利用五則 を守ろう！！ 

① 車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

② 交差点では信号と一時停止を守って安全確認 

③ 夜間はライトを点灯 

④ 飲酒運転は禁止 

⑤ ヘルメットを着用 

自転車は手軽で便利な乗り物である一方、交通ルールを守らなかったりすると、交通事
故の被害者になるだけでなく、加害者にもなり得る危険な乗り物にもなります。 

自転車マナーアップ強化月間 

自転車マナーアップスローガン 

令和 8年 5月 1日（金） ～ 5月 31日（日） 

ヘルメット 命のお守り 忘れずに 

「自転車安全利用五則」を

守り、安全運転に努めまし

ょう。 

高齢運転者の方、早期予約を！ 

70歳以上の方（更新期間満了日における年齢）の運転免許証等の更新は、事前に 

高齢者講習等を受講しておく必要があります。 

『検査・講習通知書』や『講習通知書』が届いたら、すぐに予約してください。 

 

 

日  時  ５月１日（金）・８日（金）・1５日（金）・2２日（金）・２９日（金） 

    ９：３０～１０：３０ 

場  所 津田市民センター  

対  象 ６５歳以上の介護予防に興味のある方 

参加費 無料（自由参加なので興味のある方はご参加ください） 

内  容 介護予防のための運動（おもりを使った体操） 

持参物 飲み物（水分補給用）・タオル ※動きやすい服装でお越しください 

問合せ 津田市民センター ☎７２－０３３６ 

 

いきいき 100 歳体操  ～ ５月のご案内 ～ 


